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長野県告示第49号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含

む。）の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和８年２月12日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指 定 年 月 日

中島歯科クリニック 上田市本郷1229番地１ 令和７年12月１日

山岡歯科医院 岡谷市塚間町２丁目３番６号 令和７年12月１日

山口整形外科 諏訪市諏訪１－22－23 令和７年12月１日

山口歯科医院 須坂市須坂1241－14 令和７年12月１日

アイセイ薬局　伊那春日町店 伊那市西町5053－１ 令和８年１月１日

あづみのもりの木クリニック 安曇野市豊科4312－６ 令和８年１月１日

ウエルシア薬局諏訪富士見町店 諏訪郡富士見町落合10067番地１ 令和８年１月１日

２　指定訪問看護事業者等

名　　　称 主たる事務所の所在地
訪問看護ステーション等の
名称

訪問看護ステーション等の
所在地

変更年月日

合同会社ふくふく訪
問看護ステーション

駒ヶ根市上穂南14番22
号

ふくふく訪問看護ステーシ
ョン

駒ヶ根市上穂南14番22号　
東棟

令和８年１月１日

地域福祉課
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長野県告示第50号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を廃止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和８年２月12日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 廃 止 年 月 日

中島歯科クリニック 上田市本郷604番地２ 令和７年11月30日

山岡歯科医院 岡谷市塚間町２－３－４ 令和７年11月30日

山口医院 諏訪市諏訪２－14－32 令和７年11月30日

山口歯科医院 須坂市須坂1241－14 令和７年11月30日

地域福祉課

長野県告示第51号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可しましたので、

同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、次のとおり告示します。

　　令和８年２月12日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施行者の名称

　　佐久環境衛生組合

２　都市計画事業の種類及び名称

　　佐久都市計画及び小海都市計画下水道事業　南佐久公共下水道

３　事業施行期間

　　平成７年３月２日から

　　令和13年３月31日まで

４　事業地

　　変更なし

水道・生活排水課

長野県告示第52号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、平成11年長野県報第

1020号で急傾斜地崩壊危険区域に指定した次の区域を廃止します。

　　令和８年２月12日

	 長野県知事　阿　部　守　一

区域名 区　域　の　範　囲 市町村名 大字又は町名 字 地　番 標柱番号

上新町３ 　右に掲げる地番の土地に存する標
柱１号から８号までを順次結んだ線
及び標柱１号と８号を結んだ線に囲
まれた土地の区域

飯田市
（旧下伊那郡
南信濃村）

〃
〃
〃
〃
〃

和田
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

998－４
1152
1623
1625－イ
1627
1173－１
1164－３
1009－２

１号
２号
３号
４号
５号
６号
７号
８号

砂　防　課



3令和８年（2026年）２月12日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第683号長　 野　 県　 報

長野県告示第53号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、令和３年長野県報第

190号で急傾斜地崩壊危険区域に指定した次の区域を廃止します。

　　令和８年２月12日

	 長野県知事　阿　部　守　一

区域名 区域の範囲 市町村名 大字又は町名 字 地　番 標柱番号

上新町３
（追加）

イ　右に掲げる地番の土地に存する
標柱９号から 16号、平成11年長野県
告示第53号で指定した上新町３急傾
斜地崩壊危険区域の標柱２号、１号
を順次結んだ線及び標柱１号と９号
を結んだ線に囲まれた土地の区域

ロ　右に掲げる地番の土地に存する
平成11年長野県告示第53号で指定し
た上新町３急傾斜地崩壊危険区域の
標柱５号、平成12年長野県告示第59
号で指定した蚕玉下急傾斜地崩壊危
険区域の標柱10号、17号、平成11年
長野県告示第53号で指定した上新町
３急傾斜地崩壊危険区域の標柱６号
を順次結んだ線及び標柱６号と５号
を結んだ線に囲まれた土地の区域

飯田市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

飯田市
〃
〃
〃

和田
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

和田
〃
〃
〃

 992番１
1147番１
 980番３
 978番１
 979番３
 962番１
1144番５
1145番４
1152番５
 998番４

1627番
1182番１
1180番
1173番９

９号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
16号
２号
１号

５号
10号
17号
６号

砂　防　課

長野県告示第54号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地

崩壊危険区域に指定します。

　その関係図面は、長野県建設部砂防課並びに長野県飯田建設事務所及び飯田市役所に備え置きます。

　　令和８年２月12日

	 長野県知事　阿　部　守　一

区域名 区域の範囲 市町村名 大字又は町名 字 緯度及び経度

上新町３ 　長野県飯田市南信濃和田の区
域内の土地のうち、次の１点か
ら 21点までを順次結んだ線及び
１点と 21点を結んだ線に囲まれ
た土地の区域。

飯田市

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

南信濃和田

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１点　北緯　 35度19分35秒1013
　　　東経　137度56分15秒6814
２点　北緯　 35度19分34秒1733
　　　東経　137度56分16秒5055
３点　北緯　 35度19分32秒9623
　　　東経　137度56分16秒1007
４点　北緯　 35度19分30秒1450
　　　東経　137度56分12秒5183
５点　北緯　 35度19分26秒0851
　　　東経　137度56分13秒4179
６点　北緯　 35度19分25秒9011
　　　東経　137度56分15秒0153
７点　北緯　 35度19分25秒1625
　　　東経　137度56分14秒6991
８点　北緯　 35度19分24秒7526
　　　東経　137度56分13秒7132
９点　北緯　 35度19分23秒4832
　　　東経　137度56分12秒0073
10点　北緯　 35度19分20秒7366
　　　東経　137度56分11秒5046
11点　北緯　 35度19分18秒8728
　　　東経　137度56分10秒2488
12点　北緯　 35度19分19秒5491
　　　東経　137度56分08秒5475
13点　北緯　 35度19分21秒2739
　　　東経　137度56分09秒5816
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砂　防　課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和８年２月12日

	 長野県佐久建設事務所長　井　出　圭　一

１　許可番号

　　令和７年12月15日　長野県佐久建設事務所指令７佐建第39－15号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　�　北佐久郡軽井沢町大字長倉字東屋敷添390－１、397－３、397－４の内、397－５、398－１、398－１先、423－１、423－１先、

424、425－１

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　北佐久郡軽井沢町大字長倉2023－２

　　株式会社自由工房　代表取締役　三　崎　　　滋　

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

14点　北緯　 35度19分26秒4697
　　　東経　137度56分12秒1842
15点　北緯　 35度19分28秒8838
　　　東経　137度56分11秒0336
16点　北緯　 35度19分30秒3400
　　　東経　137度56分11秒1857
17点　北緯　 35度19分30秒9379
　　　東経　137度56分11秒6512
18点　北緯　 35度19分32秒3665
　　　東経　137度56分13秒4265
19点　北緯　 35度19分32秒9291
　　　東経　137度56分13秒4800
20点　北緯　 35度19分33秒8575
　　　東経　137度56分14秒6189
21点　北緯　 35度19分34秒3354
　　　東経　137度56分15秒1250

都市・まちづくり課

公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和８年２月12日

	 長野県警察本部長　阿　部　文　彦

１　落札に係る調達産品等の種類及び数量

　　警察署等（長野中央警察署以下30施設）で使用する電気

　　予定契約電力2,708kW 及び予定使用電力量7,576,921kWh

２　契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

　(1) 名　称　長野県警察本部警務部会計課

　(2) 所在地　長野市大字南長野字幅下692番地２

３　落札者を決定した日

　　令和７年12月24日

４　落札者の名称及び所在地

　(1) 名　称　伊藤忠エネクス株式会社

　(2) 所在地　東京都千代田区霞が関三丁目２番５号


